2020年6月6日
2020年6月度自治会運営会議・議事メモ
2020年6月6日（土）13:00～15:30　バームルーム
出席者：109佐々木、211荻原、414関根、807上田、906星野、115河本（書記）　<敬称略>
欠席者：　<敬称略>

1． 区・自治連等地域活動
（1） 葛西防犯協会定期総会　6/26　⇒　中止
（2） 葛西地区自治連定期総会・書面表決（6/19まで）
（3） 刊行物配布委託料の口座振込（6/19まで）
（4） 夏まつり盆踊り自粛（葛西事務所）

2． 依頼事項・掲示物・配布物など
（1） 依頼事項
1 2020年度子供会

（2） 掲示物　期間：2020/5/9～6/5
・「それ、給付金を装った詐欺かもしれません！」
・防犯ネットワーク（犯罪発生状況　4月分）
・給付金のサギに注意
・16期定例総会お知らせ

3． 会計報告
（1） 銀行口座入出金（※通帳・入出金明細）
預金口座残高	1,942,792円（6/6時点）
・入出金
　令和元年下半期集団回収報奨金振込 16,260円
　コミュニティ費振込　499,450円
　
（2） 手元現金：215,772円（6/6時点）
（3） その他

4． 自治会総会の振り返り
開催日　5/23（土）14:00～　開催場所　バームルーム
議決数154名　総会成立
総会議事録　5/31（日）配布済

《振り返り》
・総会資料　…
ページの半分を切り取りするのではなく、2ページ目を提出するようにする。
　　予算決算の資料に訂正が入った。もう一人（会計補佐）の目で精査が必要。
・印刷・配布　…特に問題なし
・サイン　…特に問題なし
・会場設営　…コロナの状況に合わせて配置を変えてよかった。
・受付　…特に問題なし
・進行（タイムチャート）…時間通りでよかった
・総会議事録配布…特に問題なし。議事録が印刷しづらかった。来年はやり方を変える。
・年間サポーター…今年は応募しない。

5． 七夕飾りつけ（6/21（日）～7/7（火））
【実施要領】 
（１）目的
子供たちを中心に居住者による願い事の短冊を飾ることにより七夕の風習を楽しむ。
（２）実施時期： 6/21（日）～7/7（火）、後片付け8日（水）
（３）実施内容
玄関エントランスホール内に笹と季節の花を設置。
願い事記入用の短冊と机を管理人フロント横に設置。記入した短冊を笹に飾ってもらう。
笹の設置初日に子供たちの協力を仰ぎ、飾りの作成と飾りつけを実施。
（４）実行委員長
荻原役員、星野役員
（５）笹の手配
東京葬祭に笹提供を依頼済。6/20搬入予定。（関根役員）
依頼内容：３ｍを超える長さの笹2本。下枝の切り取りは不要。
⇒笹を2.6mに加工する。
【実行計画】 
（１）事前準備
①点検
・6/1（月）9:00～12:00　済
②飾りつけ準備 
・笹（2本）前述
・装飾（吹き流し、折り紙、他）：購入。予算5,000円、担当　荻原役員
・短冊、短冊用ビニタイ：購入。予算1,000円、担当　荻原役員
　6/12にパッケージプラザに買い付け予定。
不足があればネット購入予定。
色紙を短冊に加工する。押切を手配（星野役員）
③会場設営
・短冊記入用の机（机2本）
・笹固定用結束バンド：購入。予算1,000円、担当　荻原役員
・当日用案内サイン：担当　荻原役員
④バームルーム等鍵手配 
・担当　荻原役員。
（２）飾り実施：6/21（日）
9:00～　部屋の予約
9:50～　役員集合（バームルーム）
10:00～12:00　飾り付け（子供達にきてもらう）、笹のセッティング
※ソーシャルディスタンス（間隔を開けて座る）
（３）片付け：7/8（水）10:00～
（４）広報
　・ポスターA3：即作成。担当　荻原役員。
　・子供会への飾りつけ参加の声掛け：担当　上田役員

6． 夏祭り
（１）開催日時：7/26（日）12:00～15:00
（２）詳細は７月運営会議で検討
　意見
・消毒液、体温測定、ソーシャルディスタンス、マスク着用は必須になる。
・ワクチン、治療薬など、風邪やインフルエンザ並みにならないとコロナ感染拡大のリスクがある中での行事は難しい。
・世間の目もある。
・皆で飲み食いやコミュニケーションを取れる催しができないのであればやらないほうが良い。目的を変えてまでやらなくてもいい。
・原則、中止とする。状況が好転するようであれば、実施を考える。

7． 自治会会則改定
・検討ポイントと改定案
1) 自治会会員の定義
現在は、居住者と区分所有者
⇒　居住者のみとするか？これまでと同じにするか？
　⇒　居住者のみ
2) 入会・退会
入会は強制ができない。任意での入会。
入会届、退会届を作成
入居時に入会届を管理人に提出してもらう
3) コミュニティ費から自治会費への変更
1住戸につき毎月200円を自治会費として徴収する。
⇒　住戸ではなく、世帯にすべき。2住戸所有の方がいる。
　　世帯にした場合は、1住戸2世帯の方がいる。
　　姻戚関係の方は1世帯とみなすことができる。
4) 自治会費の徴収方法
自治会員になる方は、利便性を考え、原則、銀行引き落としが可能。現状と同じで管理費等と一緒に引き落としによる代行徴収。
代行徴収手数料を管理組合に支払う。
現金支払いを希望する会員がいた場合には、直接徴収。毎年4月に一年分支払う。

5) その他
なぜ、自治会会則改定が必要となるのかの説明が必要。


・スケジュール案
～2020年12月　自治会会則・管理組合との覚書を素案
管理組合と代行徴収の調整
アンケートを取る。（特に賃貸の方に対して）
～2021年1月　自治会会則改定の臨時総会。
　　　　　　　　管理組合との覚書を取り交し
2021年1月～3月　居住者に入会届を提出してもらう。
2021年4月～　自治会会則改定後の効力開始。

8． 自治会役員の役割
別紙参照　「2020年度自治会役割」

今後の予定
七夕飾りつけ	　	6/21（日）10:00～12:00　バームルーム（予定）
７月度運営会議　	7/4（土）13:00～15:00　バームルーム（予定）
７月度懇親会　		7/4（土）16:00～19:00　バームルーム（予定）

以上


３

